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令和６年第３回足寄町議会定例会議事録（第４号） 

令和６年９月３０日（月曜日）     

 

◎出席議員（１３名） 

   １番 早瀬川   恵 君  ２番 井 脇 昌 美 君 

   ３番 榊 原 深 雪 君  ４番 矢 野 利惠子 君 

   ５番 田 利 正 文 君  ６番 髙 橋 健 一 君 

   ７番 木 村 明 雄 君  ８番 細 川   勉 君 

   ９番 川 上 修 一 君 １０番 進 藤 晴 子 君 

  １１番 多治見 亮 一 君 １２番 二 川   靖 君 

  １３番 髙 橋 秀 樹 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足  寄  町  長   渡 辺 俊 一 君 

足寄町教育委員会教育長   東海林 弘 哉 君 

足 寄 町 代 表 監 査 委 員   川 村 浩 昭 君 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総 務 課 長   保 多 紀 江 君 

福 祉 課 長   森 岡 彰 寿 君 

住 民 課 長   金 澤 眞 澄 君 

経 済 課 長   佐々木 康 仁 君 

建 設 課 長   松 野   孝 君 

国民健康保険病院事務長   川 島 英 明 君 

会  計  管  理  者   加 藤 勝 廣 君 

消 防 課 長   大竹口 孝 幸 君 

 

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者 

教 育 次 長   丸 山 一 人 君 

 

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者 

農 業 委 員 会 事 務 局 長   山 田 弘 幸 君 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事 務 局 長   横 田 晋 一 君 

事  務  局  次  長   鈴 木 研 司 君 

総 務 担 当 主 査   飯 野 真 有 君 
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◎議事日程 

 日程第 １  議案第６４号 令和５年度足寄町上水道事業会計剰余金の処分及び決算

認定について（令和５年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４

～Ｐ７＞ 

 日程第 ２  議案第６５号 令和５年度足寄町国民健康保険病院事業会計決算認定に

ついて（令和５年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４～Ｐ７

＞ 

 日程第 ３  議案第６６号 令和５年度足寄町一般会計歳入歳出決算認定について

（令和５年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４～Ｐ７＞ 

 日程第 ４  議案第６７号 令和５年度足寄町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算認定について（令和５年度決算審査特別委員会）＜Ｐ

４～Ｐ７＞ 

 日程第 ５  議案第６８号 令和５年度足寄町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて（令和５年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４～Ｐ７

＞ 

 日程第 ６  議案第６９号 令和５年度足寄町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

認定について（令和５年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４

～Ｐ７＞ 

 日程第 ７  議案第７０号 令和５年度足寄町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて（令和５年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４～Ｐ７

＞ 

 日程第 ８  議案第７１号 令和５年度足寄町介護サービス事業特別会計歳入歳出決

算認定について（令和５年度決算審査特別委員会）＜Ｐ

４～Ｐ７＞ 

 日程第 ９  議案第７２号 令和５年度足寄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について（令和５年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４

～Ｐ７＞ 

 日程第１０  議案第７３号 令和５年度足寄町資源ごみ処理等事業特別会計歳入歳出

決算認定について（令和５年度決算審査特別委員会）＜

Ｐ４～Ｐ７＞ 

 日程第１１  議案第５９号 令和６年度足寄町一般会計補正予算（第３号）＜Ｐ７～

Ｐ１８＞ 

 日程第１２  議案第６０号 令和６度足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）＜Ｐ７～Ｐ１８＞ 

 日程第１３  議案第６１号 令和６年度足寄町介護保険特別会計補正予算（第２号）

＜Ｐ７～Ｐ１８＞ 

 日程第１４  議案第６２号 令和６年度足寄町介護サービス事業特別会計補正予算

（第３号）＜Ｐ７～Ｐ１８＞ 

 日程第１５  議案第６３号 令和６年度足寄町下水道事業会計補正予算（第１号）＜

Ｐ７～Ｐ１８＞ 

 追加日程第 １  意見書案第４号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書＜

Ｐ１８～Ｐ１９＞ 
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 追加日程第 ２  意見書案第５号 改正食料・農業・農村基本法の実効性確保等に関する

意見書＜Ｐ１９＞ 

 追加日程第 ３  議案第７４号 令和６年度足寄町一般会計補正予算（第４号）＜Ｐ１９

～Ｐ２０＞ 

 追加日程第 ４  議員派遣の件＜Ｐ２０＞ 

 追加日程第 ５  所管事務調査期限の延期について（総務産業常任委員会・文教厚生常任

委員会）＜Ｐ２０＞ 

 追加日程第 ６  閉会中継続調査申出書（総務産業常任委員会・広報広聴常任委員会・議

会運営委員会）＜Ｐ２０～Ｐ２１＞ 
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午前１０時００分 開議 

 

◎ 開議宣告 

○議長（髙橋秀樹君） おはようございま

す。 

 全員の出席であります。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りです。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（髙橋秀樹君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 進藤晴子君。 

○議会運営委員会委員長（進藤晴子君） 

９月２６日に開催されました、第３回定例

会に伴う議会運営委員会の協議の結果を報

告いたします。 

 本日は、令和５年度決算審査特別委員会

に付託し、休会中の審査となっておりまし

た、議案第６４号から議案第７３号までの

決算認定について、審査報告を受け審議を

行います。 

 次に、議案第５９号から議案第６３号ま

での令和６年度補正予算の提案説明を受け

た後、即決で審議いたします。 

 以上で、報告を終わらせていただきま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 議案第６４号から議案第７３号まで 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１ 議案第

６４号令和５年度足寄町上水道事業会計剰

余金の処分及び決算認定についての件から

日程第１０ 議案第７３号令和５年度足寄

町資源ごみ処理等事業特別会計歳入歳出決

算認定についての件までの１０件を一括議

題とします。 

 本件における委員長の報告は別紙配付の

とおりです。 

 これにて、委員長の報告を終わります。 

 これより、議案第６４号令和５年度足寄

町上水道事業会計剰余金の処分及び決算認

定についての件の討論を行います。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６４号令和５年度足寄

町上水道事業会計剰余金の処分及び決算認

定についての件を採決します。 

 この決算に対する委員長の報告は、原案

のとおり可決及び認定するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり、原

案のとおり可決及び認定することに賛成の

方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６４号令和５年度足

寄町上水道事業会計剰余金の処分及び決算

認定についての件は、原案のとおり可決及

び認定することに決定いたしました。 

 これより、議案第６５号令和５年度足寄

町国民健康保険病院事業会計決算認定につ

いての件の討論を行います。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６５号令和５年度足寄

町国民健康保険病院事業会計決算認定につ

いての件を採決します。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定

するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６５号令和５年度足
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寄町国民健康保険病院事業会計決算認定に

ついての件は、認定することに決定しまし

た。 

 これより、議案第６６号令和５年度足寄

町一般会計歳入歳出決算認定についての件

の討論を行います。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６６号令和５年度足寄

町一般会計歳入歳出決算認定についての件

を採決します。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定

するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６６号令和５年度足

寄町一般会計歳入歳出決算認定についての

件は、認定することに決定しました。 

 これより、議案第６７号令和５年度足寄

町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定についての件の討論を行います。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６７号令和５年度足寄

町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定についての件を採決します。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定

するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６７号令和５年度足

寄町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算認定についての件は、認定することに決

定いたしました。 

 これより、議案第６８号令和５年度足寄

町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につ

いての件の討論を行います。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６８号令和５年度足寄

町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につ

いての件を採決します。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定

するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６８号令和５年度足

寄町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついての件は、認定することに決定いたし

ました。 

 これより、議案第６９号令和５年度足寄

町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定についての件の討論を行います。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６９号令和５年度足寄

町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定についての件を採決します。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定

するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 
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（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６９号令和５年度足

寄町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

認定についての件は、認定することに決定

いたしました。 

 これより、議案第７０号令和５年度足寄

町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いての件の討論を行います。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第７０号令和５年度足寄

町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いての件を採決します。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定

するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第７０号令和５年度足

寄町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついての件は、認定することに決定しまし

た。 

 これより、議案第７１号令和５年度足寄

町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算

認定についての件の討論を行います。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第７１号令和５年度足寄

町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算

認定についての件の採決をします。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定

するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第７１号令和５年度足

寄町介護サービス事業特別会計歳入歳出決

算認定についての件は、認定することに決

定いたしました。 

 これより、議案第７２号令和５年度足寄

町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定についての件の討論を行います。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第７２号令和５年度足寄

町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定についての件の採決をします。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定

するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第７２号令和５年度足

寄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定についての件は、認定することに決定

しました。 

 これより、議案第７３号令和５年度足寄

町資源ごみ処理等事業特別会計歳入歳出決

算認定についての件の討論を行います。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第７３号令和５年度足寄

町資源ごみ処理等事業特別会計歳入歳出決

算認定についての件を採決します。 
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 この決算に対する委員長の報告は、認定

するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第７３号令和５年度足

寄町資源ごみ処理等事業特別会計歳入歳出

決算認定についての件は、認定することに

決定いたしました。 

 

◎ 議案第５９号から議案第６３号まで 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１１ 議案

第５９号令和６年度足寄町一般会計補正予

算（第３号）から日程第１５ 議案第６３

号令和６年度足寄町下水道事業会計補正予

算（第１号）までの５件を一括議題としま

す。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題とな

りました、議案第５９号令和６年度足寄町

一般会計補正予算（第３号）から議案第６

３号令和６年度足寄町下水道事業会計補正

予算（第１号）まで、一括提案理由を御説

明申し上げます。 

 補正予算書１ページをお願いいたしま

す。 

 議案第５９号令和６年度足寄町一般会計

補正予算（第３号）について、御説明申し

上げます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

９,１３２万４,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０５億

７,０６０万２,０００円とするものでござ

います。 

 歳出の主なものから御説明申し上げま

す。 

 １４ページをお願いいたします。 

 第２款総務費第１項総務管理費第１２目

功労者表彰費第７節報償費におきまして、

賞賜金１００万円など名誉町民決定に係る

経費を計上いたしました。 

 第１５目行政情報管理費第１３節使用料

及び賃借料におきまして、ソフトウエア使

用料といたしまして１５７万１,０００円

を計上いたしました。 

 第１８目新エネルギー対策費第１２節委

託料におきまして、分散型エネルギーイン

フラプロジェクト計画策定業務といたしま

して１,９８０万円を計上いたしました。 

 １６ページをお願いいたします。 

 第３款民生費第２項老人福祉費第４目介

護サービス事業助成費第２７節繰出金にお

きまして、介護サービス事業特別会計繰出

金といたしまして６１５万６,０００円を

計上いたしました。 

 １８ページにかけてですが、第３項児童

福祉費第１目児童福祉総務費第２２節償還

金、利子及び割引料におきまして、返還金

といたしまして２３０万５,０００円を計

上いたしました。 

 １８ページでございますが、第８目子育

て支援費第１２節委託料におきまして、子

育て世帯訪問支援業務１３７万円を計上い

たしました。 

 第４款衛生費第１項保健衛生費第１目保

健衛生総務費第２２節償還金、利子及び割

引料におきまして、返還金といたしまして

６６３万２,０００円を計上いたしまし

た。 

 第２目予防費第１２節委託料におきまし

て、個別予防接種業務といたしまして１,

２５１万円を計上いたしました。 

 ２１ページにかけまして、第４目環境衛

生費第１２節委託料におきまして、ＰＣＢ

廃棄物調査業務といたしまして５６１万円

を計上いたしました。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 第６款農林水産業費第１項農業費第３目

農業振興費第１８節負担金、補助及び交付

金におきまして、防衛施設周辺農業用施設

設置事業補助金を１,３２０万円減額し、
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経営継承・発展支援事業補助金といたしま

して３００万円を計上し、第２０節貸付金

におきまして、農業後継者就農育成資金貸

付金といたしまして２００万円を計上いた

しました。 

 第４目畜産草地費第１８節負担金、補助

及び交付金におきまして、（仮称）あしょ

ろ和牛振興支援事業補助金といたしまして

５３０万円を計上いたしました。 

 ２２ページをお願いいたします。 

 第８款土木費第４項都市計画費第２目下

水道費第２７節繰出金におきまして、下水

道事業会計繰出金といたしまして９０８万

円を計上いたしました。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 第１０款教育費第５項保健体育費第１目

保健体育総務費第１１節役務費におきまし

て、手数料といたしまして１２７万６,０

００円を計上いたしました。 

 第２目総合体育館運営費第１４節工事請

負費におきまして、総合体育館玄関屋根防

水等改修工事といたしまして１５０万２,

０００円を計上いたしました。 

 第３目温水プール運営費第１４節工事請

負費におきまして、温水プール換気設備改

修工事といたしまして１,４７９万７,００

０円を計上いたしました。 

 第５目学校給食費第１０節需用費におき

まして、賄材料費といたしまして５６１万

８,０００円を計上いたしました。 

 以上で歳出を終わり、次に歳入の主なも

のについて申し上げます。 

 ８ページへお戻りください。 

 第１款町税第２項固定資産税におきまし

て、固定資産税現年課税分といたしまして

１,８５８万１,０００円を計上いたしまし

た。 

 第１０款地方特例交付金におきまして、

減収補てん特例交付金といたしまして、

１,３５９万６,０００円を計上いたしまし

た。 

 第１１款地方交付税におきまして、普通

地方交付税といたしまして２億１,５２１

万５,０００円を計上いたしました。 

 第１５款国庫支出金第２項国庫補助金第

１目総務費国庫補助金におきまして、地域

経済循環創造事業交付金といたしまして

１,４８５万円を計上いたしました。 

 第４目農林水産業費国庫補助金におきま

して、防衛施設周辺農業用施設（農業機

械）設置事業国庫補助金といたしまして

１,３２０万円を減額いたしました。 

 １０ページをお願いいたします。 

 第１８款寄附金におきまして、企業版ふ

るさと納税寄附金といたしまして、北王コ

ンサルタント株式会社からの寄附金１００

万円を計上いたしました。 

 第１９款繰入金におきまして、財源調整

のため財政調整基金繰入金を２億８４８万

４,０００円減額いたしました。 

 第２０款繰越金におきまして、前年度の

純繰越金といたしまして３,３４１万７,０

００円を計上いたしました。 

 以上で歳入を終わり、４ページへお戻り

ください。 

 第２表地方債補正、変更１件をお願いい

たしました。 

 以上で、令和６年度足寄町一般会計補正

予算（第３号）についての説明を終わりま

す。 

 次に、特別会計について御説明申し上げ

ます。 

 ２７ページをお願いいたします。 

 議案第６０号令和６年度足寄町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ１５万７,０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ８億４,８

５３万８,０００円とするものでございま

す。 

 ３２ページをお願いいたします。 

 第１款国民健康保険税におきまして、一

般被保険者国民健康保険税の医療給付費
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分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分

の現年課税分を合わせて９６０万２,００

０円減額し、財源調整のため、第３款繰入

金第２項基金繰入金において、保険給付費

支払準備基金繰入金９５３万２,０００円

を計上いたしました。 

 そのほか、特に説明すべき事項がござい

ませんので説明は省略させていただきま

す。 

 次に、３７ページをお願いいたします。 

 議案第６１号令和６年度足寄町介護保険

特別会計補正予算（第２号）について御説

明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１,１２２万１,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億２,

８３４万円とするものでございます。 

 歳出の主なものから申し上げます。 

 ４４ページをお願いいたします。 

 第４款諸支出金第１項償還金及び還付加

算金第２目償還金におきまして、返還金と

いたしまして３５５万円を計上いたしまし

た。 

 第６款基金積立金におきまして、介護給

付費準備基金積立金といたしまして７５７

万６,０００円を計上いたしました。 

 次に歳入について申し上げますので、４

２ページへお戻りください。 

 第７款繰越金におきまして、前年度の繰

越金といたしまして１,１０３万２,０００

円を計上いたしました。 

 次に４７ページをお願いいたします。 

 議案第６２号令和６年度足寄町介護サー

ビス事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

９７８万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１５億６,４０７万３,

０００円とするものでございます。 

 歳出から申し上げます。 

 ５２ページをお願いいたします。 

 第２款介護サービス事業費第１項特別養

護老人ホーム運営費におきまして、介護

ベッド一式といたしまして９７８万円を計

上いたしました。 

 次に歳入について申し上げます。 

 ５２ページ上段になりますが、第２款道

支出金におきまして、介護ロボット導入支

援事業費道補助金といたしまして３６２万

４,０００円を計上いたしました。 

 第４款繰入金におきまして、一般会計繰

入金といたしまして６１５万６,０００円

を計上いたしました。 

 次に、企業会計について御説明申し上げ

ます。 

 ５５ページをお願いいたします。 

 議案第６３号令和６年度足寄町下水道事

業会計補正予算（第１号）について御説明

申し上げます。 

 収益的収入及び支出の予定額に収入支出

それぞれ３８４万６,０００円を追加し、

収益的収入及び支出の予定額を収入支出そ

れぞれ３億８,０５６万円とするものでご

ざいます。 

 支出から申し上げます。 

 ５８ページをお願いいたします。 

 第１款下水道事業費用第２項営業外費用

におきまして、消費税及び地方消費税とい

たしまして３８２万８,０００円を計上い

たしました。 

 次に、収入について申し上げます。 

 ５８ページ、上段になりますが、第１款

下水道事業収益第２項営業外収益におきま

して、一般会計負担金といたしまして９０

８万円を計上し、消費税及び地方消費税還

付金を２９５万６,０００円減額いたしま

した。 

 以上で、議案第５９号令和６年度足寄町

一般会計補正予算（第３号）から議案第６

３号令和６年度足寄町下水道事業会計補正

予算（第１号）までの提案理由の説明とさ

せていただきますので、御審議のほどよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提
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案理由の説明を終わります。 

 これから、議案第５９号令和６年度足寄

町一般会計補正予算（第３号）の件の質疑

を行います。 

 １４ページをお開きください。 

 歳出から始めます。 

 款で進めます。 

 １４ページから１６ページ、第２款総務

費、質疑はございませんか。 

 ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） 予算説明資料が

載っていますので、６１ページですか、そ

こで質問させてもらいたいと思います。 

 分散型エネルギーインフラプロジェクト

計画ということで、委託料１,９８０万

円、どこに委託して、このマスタープラン

がいつ頃完成する見通しか、お聞きしま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（佐々木康仁君） お答えをい

たします。 

 本計画は、本年度内に計画を予定をして

おります。 

 業者につきましては、これからプロポー

ザルを行いまして決定をいたします。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） 本年度内に計画が

できるということで、来年特別養護ホーム

のチップボイラーが入ってきますよね。そ

れに少し関連というか、間に合うのかなと

思って、時期的にはよろしいかなと思いま

す。 

 それで、下の段に検討・検証する主な内

容が４項目載っております。 

 これを読んで①の公共施設等への木質バ

イオマスエネルギーを活用した熱供給シス

テムの実現可能性の検証とあるのですけれ

ども、うちはもうペレットとかやっている

ので、実現可能性の検証というのは、う

ん？とちょっと自分なりに疑問に思ったの

ですけれども、これはどういったことなの

でしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 佐々木経済課長、

答弁。 

○経済課長（佐々木康仁君） お答えをい

たします。 

 今の本町では、ペレットを普及促進して

いこうというふうにしておりますが、今の

議員仰せのとおり、チップボイラーも現

実、今回導入をさせていただいて、振興し

ていこうというふうに考えております。そ

ういう形がどんな形でできるのかというの

を検証していく。例えば、ほかの公共施設

だとか、そういうものにも活用していける

ものなのかも含めて、検証をさせていただ

きたいなというふうに考えております。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） １６ページから１

８ページ、第３款民生費、質疑はございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） １８ページから２

０ページ、第４款衛生費、質疑はございま

せんか。 

 １０番進藤晴子君。 

○１０番（進藤晴子君） １９ページの予

算説明資料にも載っております、感染症対

策事業の中でコロナワクチンを打つための

補正予算ということで、１,０００人とい

うふうに見積もっていますが、この１,０

００人はどのように見積もって１,０００

人になったのかを教えていただきたいと思

います。 

○議長（髙橋秀樹君） 森岡福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 昨年の秋開始接種の実績を基に、本年度

の定期接種並びに任意接種の数値を推計を

して、１,０００人程度ということで推計

をさせていただいているところでございま

す。 
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 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 秋開始に打たれ

た方たちを大体１,０００人ぐらいという

ことでございますね。分かりました。 

 あと、このワクチンの納入価を教えてい

ただいてよろしいでしょうか。入れるワク

チンはもう多分決まっていると思うのです

が、決まっていたら大体納入価を教えてく

ださい。 

○議長（髙橋秀樹君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 ワクチンにつきましては、今認証を受け

ているメーカーが５社程度あるということ

で、それで、納入価格についてはまだ確定

をしておりません。確定をしておりません

ので、こちらのほうでお話をお伝えするこ

とができない状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。 

 では、ワクチンは今回冷蔵庫で保存でき

るインフルエンザワクチンみたいな感じと

いうふうにお話を受けていましたが、金額

的にはインフルエンザよりもかなり高額で

あるというふうに見受けられるところなの

で、どういうふうにワクチンを購入してい

くのか。以前のコロナワクチンであれば、

フリーザーに入れなくてはいけなかったの

で、国から出されたものをそのまま受け取

る形だったと思いますが、今回は町のほう

からお金を出さなくてはいけないというこ

となので、無駄のないようにしていってい

ただきたいなと、高いワクチンなのでと思

うのですが、どのような感じに今考えられ

ているか、もし分かれば教えてください。 

○議長（髙橋秀樹君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 コロナワクチン、議員お話のとおり、ワ

クチン価格は大変高価なものになっており

ます。そういった部分で、今後、接種の日

程等も確定をした段階で皆さんに周知をさ

せていただくことになりますが、そういっ

た段階でワクチンの無駄にならないような

形で、病院のほうも納入の計画を立てられ

るというふうに思います。 

 今現在の中ではどういった形で保管をし

て、納入をどういったロットでするかとい

うところまでは、まだ確認が取れている状

況ではございません。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。 

 捨てることがないように、廃棄すること

がないようにしていただきたいのと、予約

をされた方の分だけを発注かけるとか、工

夫をしていっていただきたいなと思いま

す。 

 ありがとうございます。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 第６款農林水産業

費、質疑はございませんか。 

 ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） また予算説明資料

で質問させてもらいます。 

 ６４ページ、経営継承・発展支援事業補

助金ですか。自分の記憶が間違っていたら

ごめんなさいなのですけれども、初めて見

るような気がします。それで、補助対象者

は、令和５年に遡るとあるのですけれど

も、これは令和５年からあったのでしょう

か。そういうことではないのですか。その

辺まずお伺いします。 

○議長（髙橋秀樹君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（佐々木康仁君） 議員おっ

しゃるとおり、これは新しい事業でござい

ます。この事業は、補助上限が１００万円
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となっておりまして、国から５０万円補助

を頂けることになっております。その条件

としては、令和５年１月１日以降に経営移

譲を受けた者ということになっております

ので、その前の方は残念ながら申し訳ない

ですけれども、受けられないということに

なっております。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） 分かりました。 

 ありがたいことだなと思っております。 

 それで、これは使い道というのですか、

そういう縛りというのはないのですか。た

だ、親から経営移譲を受けた方は理屈抜き

で該当するということなのでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（佐々木康仁君） お答えをい

たします。 

 何でもかんでも使ってもいいということ

ではないのですけれども、一応、その地域

で私はこんなことをやりたいというものを

計画に位置づけられている経営体であるこ

とがまず一つです。その方が今後こんなこ

とをやってみたいということに対して補助

をさせていただくということになっており

ます。 

 ただ、非常に、言い方よくないですけれ

ども、使い勝手のいい補助になっておりま

すので、活用していただければというふう

に考えています。詳しくは経済課のほうで

対応したいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） ということは、具

体的にはまず認定農業者ということになる

のでしょうかね。そして、この補助金をも

らうのには、本人がこういう計画だった

り、認定農業者の計画がありますけれど

も、そういうところに提出というか申請と

いうか、そういう流れになるのでしょう

か。 

○議長（髙橋秀樹君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（佐々木康仁君） 議員のおっ

しゃるとおりでございます。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ませんか。 

 ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） 同じく次の６５

ページで、和牛の関係ですね。 

 説明資料にあるように、最近和牛需要の

低迷と資材費の高騰で非常に厳しいようで

あります。それで、販売価格が低迷してい

ると聞いているのですけれども、もう少し

詳しく和牛の置かれている状況ですとか、

それが１点。 

 それから、中ほどにゲノミック評価の補

助で４５０頭とあるのですけれども、これ

はお母さん牛なのだろうなと勝手に想像し

ているのですけれども、現在のあしょろ和

牛の農家戸数とか、飼養総頭数、そういう

現状が分かれば、分かればというか分かっ

ていると思うけれども、お聞きします。 

○議長（髙橋秀樹君） 佐々木経済課長、

答弁。 

○経済課長（佐々木康仁君） お答えをい

たします。 

 足寄町での和牛生産改良組合の加入者数

でございますけれども、昭和５８年に設立

された組織でございますが、当時は会員が

７２戸ということでお聞きしております。

その後、増減がいろいろあったと思います

が、平成２５年のときには５４戸にまで

減っております。令和５年度、昨年度の実

績でいくと４１戸となっております。です

から、１１年前に比べれば１３戸減ってい

るというような状況があります。 

 また、黒毛和種の飼養頭数につきまして

も、十勝管内では平成２５年度で３万７,

８３３頭、そのうち足寄は約４,９００頭

がありました。それが令和５年度になりま

すと、十勝管内では和牛振興かなり進んで

おりまして、５万８,０００頭まで増えて

おりますが、足寄町内は農家戸数が減少し

ているということもあって、３,４００頭

まで減少しているということになってござ

います。 
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○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） 十勝全体では和牛

は増えているけれども、足寄は残念ながら

減っているということなのですね。こんな

に減っているとは自分も思わなかったので

びっくりしております。 

 それで、和牛の販売価格等の状況という

のは総体的には下がっているとは聞いてい

るのですけれども、課長、どうなのです

か。もうちょっと詳しく、ちょっとその状

況等説明いただきたいと思うのですけれど

も。 

○議長（髙橋秀樹君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（佐々木康仁君） お答えをい

たします。 

 先ほども、そのような質問をいただきま

して失念いたしました。すみませんでし

た。 

 平均販売価格、これは十勝全体との比較

というふうになりますけれども、平成２５

年で、去勢牛で十勝の平均販売価格として

は５５万１,０００円ぐらいです。足寄町

も当時まだ５５万４,０００円ぐらい。平

均なので、当然高い牛もいますけれども、

安い牛もいるという中で、５５万円ぐらい

だったので、おおむね大体十勝平均ぐらい

だというふうに感じております。 

 また、雌牛では十勝管内では４６万５,

０００円、それが足寄町のは４５万９,０

００円なので、若干少ないぐらいという形

でございました。 

 それが令和５年になりますと、十勝全

体、去勢牛でいきますと、十勝の平均価格

は６２万５,０００円。それが足寄町の価

格が５９万７,０００円、約２万８,０００

円ぐらい平均価格で下がっていると。さら

に、雌でいきますと、５０万５,０００円

が十勝に対しまして、足寄町内は４６万

６,０００円ということで、３万９,０００

円ぐらい平均価格が下がっているというこ

とになっております。 

 また、一番高かった、皆さんも御承知の

とおり、和牛がコロナ前は非常に価格が上

昇していた時期がございます。その時期

で、平成２８年度で、去勢牛で十勝でいう

と８２万４,０００円していました。です

から、それが今、足寄町の去勢牛でも平均

８３万円だったと。それが今、令和５年度

では、去勢牛で約６０万円ぐらいまで下

がっているということですので、かなり町

内の和牛農家さんの販売価格も非常に厳し

い状況が続いているというふうに言えるか

と思います。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） なるほど。端的に

言うと、平成２５年のときは、足寄の和牛

も十勝平均ぐらい、雄・雌していたのだけ

れども、この１０年間で十勝平均を下回る

残念な結果になったと。この要因というの

は、課長に聞いたほうがいいですね。 

○議長（髙橋秀樹君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（佐々木康仁君） お答えをい

たします。 

 様々な要因があろうかと思いますけれど

も、よく言われているのが、足寄町の血統

が古くなってきているよと。やはり牛も、

あるいは馬も血統というのが、今はやりの

牛というのがあるのだと思います。そう

いった部分では、足寄町の和牛農家さんは

かなり繁殖の雌牛を長く飼われております

けれども、どうしてもその分血統的に古く

なると。新しいものを導入して、どんどん

どんどん導入していっているほかの地域に

比べると、そういった部分で価格が、言い

方よくないですが、買いたたかれるという

ような状況があるのかというふうに考えて

おります。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） 分かりました。 

 ということは、今回このゲノミック評価

を用いて、優秀というか、良い牛を選ん

で、そしてこの下にも書いてあるけれど

も、受精卵ですとかそういうのをやりなが

ら、足寄の和牛のレベルアップを図ろうと
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いう趣旨なのですね。 

○議長（髙橋秀樹君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（佐々木康仁君） お答えをい

たします。 

 今の川上議員おっしゃっていただいたと

おり、このままではやはり経営がどんどん

厳しくなるよと。和牛農家が衰退するとい

う危機感を、今の和牛生産改良組合の皆さ

んが今完璧にお持ちです。特に若い世代に

今バトンタッチをしてきている状況の中

で、実はこのゲノミック検査だとかそうい

うのは、例えば本州でいえば何々県だとか

で県のレベルでやっていたり、あるいは大

きな個人の農家さん、十勝管内もそうなの

ですけれども、個人の農家さんでやってい

るところはあります。今回この事業の非常

に大切なところというのは、和牛生産改良

組合が行うということなのだと思います。

町内の畜産農家を守って、共に生産を続け

られる。要するに自分のところだけよけれ

ばいいということではなくて、周りの組合

員、これ以上減らないように、あるいは

もっと言えば、増えていくような形で進め

られないかというようなことで相談をいた

だきました。それに対して、農協さんも

バックアップするよと、生産者改良組合、

さらにはＪＡさんが主体となって取り組む

ということで、御相談をいただきましたの

で、町としてもしっかり支援をしていきた

いというふうに考えております。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） 分かりました。 

 いい考えですね、生産組合が主体になっ

て、そして負担金も農協も考えていると、

結構なことだと思います。 

 それで、実施期間が５か年ということに

今なっているのですけれども、５か年ぐら

いやれば成果が出るのかなということなの

でしょうか、その辺は。 

○議長（髙橋秀樹君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（佐々木康仁君） お答えをい

たします。 

 ゲノミック検査を毎年続けていきます。

一度グレードの高い牛がそろってしまえ

ば、もうその牛から生まれてくる子なの

で、ほとんど大丈夫だということなので、

それが大体５年サイクルぐらいだというふ

うに。ですから５年間かけて、足寄町内の

牛群ですね、いい牛群をつくっていくと、

構築していくというようなことを考えてお

ります。 

 ですから、それが今後延びるかもしれま

せんけれども、基本的には５年の間にそう

いうことをしっかりと整理をしていこう

と。そこで関係者みんながそろって努力を

しながら、いい牛を残していこうという形

で考えております。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） 分かりました。 

 和牛のオリンピックと言われる全国の共

進会、令和９年に行われるので、タイミン

グ的にもいいことだなと感じています。強

力に進めていってください。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ２２ページ、第７

款商工費、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 第８款土木費、質

疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 第９款消防費、質

疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ２４ページ、第１

０款教育費、質疑はございませんか。 

 ３番榊原深雪君。 

○３番（榊原深雪君） 温水プールの換気

設備改修工事のことなのですが、これはも

う温水プールはできてから二十数年たって

おりますけれども、この改修工事、換気扇

のほうですね、換気改修工事のほうは初め

てでしょうか。 



 ― 15 ― 

○議長（髙橋秀樹君） 丸山教育次長、答

弁。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。 

 今回の換気空調設備の工事ということ

で、たくさんの設備がついているのですけ

れども、この間に何度か改修はしてきまし

た、壊れたときにですね。それでも、それ

らの修繕で何とか対応してきたのですけれ

ども、どうもやはり、今回も応急措置とい

うことで修繕はしているのですが、もうそ

れではもたないということで、今回大がか

りな工事ということで計上させていただい

たということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ３番榊原深雪君。 

○３番（榊原深雪君） 工事の期間ですけ

れども、どれぐらいかかって、どれぐらい

に予定されていますか。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） 今回、議決い

ただければ、これから入札発注ということ

に予定しています。 

 プールは１１月が休館日となっておりま

すので、なるべく利用者の方に迷惑かから

ないような工期を組んでいきたいというふ

うに現在考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ませんか。 

 １０番進藤晴子君。 

○１０番（進藤晴子君） 学校の給食管理

経費のところで御質問します。 

 ５６１万８,０００円を計上されていま

すが、これは１人当たりで大体どのぐらい

になるのか教えてください。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。 

 小、中、高と１人当たりの負担金は異な

るのですが、小学生今現在２４１円となっ

ておりますが、これを３１３円ということ

で積算しております。中学生については２

９５円を３８２円ということで今回積算さ

せていただきました。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） これから先の半

年間でこのぐらいのアップということです

ね。 

 分かりました。ありがとうございます。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ませんか。 

 ７番木村明雄君。 

○７番（木村明雄君） これは関連質問に

なります。 

 報道では米も上がった、いや、米がな

かったということがありました。そして、

町民の人たちも米がないのだという形の中

で、並んで米買いをしていたということも

聞いております。それから、また野菜も上

がっているというようなことの中から、こ

れはどのような形の中で、今までの経過と

いうか、まずは、詳しくこれはお伺いした

いと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。 

 今回の値上げ率については約３０％とい

うところで考えております。 

 令和４年度に現在の負担金に改定させて

いただきましたが、この昨今の値上げの率

というのは、毎月のような形で値上がりす

るというような中で、給食センターの中で

献立をやりくりして、安心・安全・良質な

給食を提供することはもう困難ということ

で、今回補正予算を提案させていただいた

ことになります。 

 木村議員、今言われたとおり、米の問題

というのは非常に皆さん気にかかるところ

ではないかなと思いますが、学校給食にお

きましては、学校給食会と年間の契約を結

んでおりますので、そういった部分の大き
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な影響はないのかなというふうには今のと

ころ思っております。ただ、来年度につい

てはまたちょっと新たな契約になりますの

で、ちょっと何とも言えない部分があるの

ですが、そういった中で、お答えになって

いるでしょうか。そういった部分で約３０

％の値上げということで今回提案させてい

ただいたということで御理解いただきたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ７番木村明雄君。 

○７番（木村明雄君） 米のことについて

は、そうすれば心配ないということなので

しょうか。 

 そこで、仕入れる食材です。これについ

てはどこから仕入れているのか。帯広のほ

うの業者なのか、それとも地元の業者を

使っているのか、その辺についてちょっと

お伺いをしたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。 

 給食食材の賄材料納入につきましては、

毎月のように単価契約しておりますが、ま

ず地元業者優先ということで契約しており

ます。ただ、それ以外にも加工品だとか冷

凍食品もございますので、そういったもの

については帯広の業者だとか、そういった

ところから購入しているということにして

おります。 

 また、購入に当たりましては見積り合わ

せを実施しまして、一番安価な業者から納

入するという形を取っております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ７番木村明雄君。 

○７番（木村明雄君） これについては、

育ち盛りの子どもたちですから、やはり腹

を減らせているというわけにはいかないの

だと思うわけであります。そんなことで、

これから先も努力していただきたいと、こ

んなふうに思うところであります。終わり

です。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 歳出総括ございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ８ページにお戻り

ください。 

 歳入に入ります。 

 ８ページから１２ページ、歳入一括で行

います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 歳入総括ございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ４ページにお戻り

ください。 

 第２表地方債補正、変更１件、質疑はご

ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 全体に対する総括

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第５９号令和６年度足寄

町一般会計補正予算（第３号）の件を採決

します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第５９号令和６年度足
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寄町一般会計補正予算（第３号）の件は、

原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第６０号令和６年度足寄

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）の件の質疑を行います。 

 ３２ページから３４ページ、歳入歳出一

括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６０号令和６年度足寄

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６０号令和６年度足

寄町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）の件は、原案のとおり可決され

ました。 

 これから、議案第６１号令和６年度足寄

町介護保険特別会計補正予算（第２号）の

件の質疑を行います。 

 ４２ページから４４ページ、歳入歳出一

括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６１号令和６年度足寄

町介護保険特別会計補正予算（第２号）の

件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６１号令和６年度足

寄町介護保険特別会計補正予算（第２号）

の件は、原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第６２号令和６年度足寄

町介護サービス事業特別会計補正予算（第

３号）の件の質疑を行います。 

 ５２ページ、歳入歳出一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６２号令和６年度足寄

町介護サービス事業特別会計補正予算（第

３号）の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 
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（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６２号令和６年度足

寄町介護サービス事業特別会計補正予算

（第３号）の件は、原案のとおり可決され

ました。 

 ５５ページをお開きください。 

 これから、議案第６３号令和６年度足寄

町下水道事業会計補正予算（第１号）の件

の質疑を行います。 

 ５８ページ、収益的収入及び支出一括で

行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６３号令和６年度足寄

町下水道事業会計補正予算（第１号）の件

の採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６３号令和６年度足

寄町下水道事業会計補正予算（第１号）の

件は、原案のとおり可決されました。 

 １１時３０分まで、休憩をいたします。 

 休憩中に議会運営委員会の開催をお願い

をいたします。 

午前１１時０７分 休憩 

午前１１時３０分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開します。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（髙橋秀樹君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 進藤晴子君。 

 １０番。 

○議会運営委員会委員長（進藤晴子君） 

ただいま開催されました、議会運営委員会

の協議の結果を報告いたします。 

 これより、本日の議事日程に追加し、意

見書案第４号と意見書案第５号について即

決で審議いたします。 

 次に、議案第７４号について、提案説明

を受けた後、即決で審議いたします。 

 次に、議員派遣の件と、総務産業常任委

員会、文教厚生常任委員会からの所管事務

調査期限の延期について、総務産業常任委

員会、広報広聴常任委員会、議会運営委員

会からの閉会中継続調査申出書について審

議いたします。 

 以上で、本定例会における議案等の審議

は、本日をもって全て終了する予定であり

ます。 

 以上で、報告を終わらせていただきま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 お諮りをします。 

 足寄町議会総合条例第４５条の規定によ

り、追加議案を別紙追加議事日程のとおり

日程に追加し、審議することにしたいと思

います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、追加議事日程のとおり日程

に追加し、審議することに決定いたしまし

た。 

 

◎ 意見書案第４号 
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○議長（髙橋秀樹君） 追加日程第１ 意

見書案第４号国土強靱化に資する社会資本

整備等に関する意見書の件を議題といたし

ます。 

 本件については、条例第６５条第３項の

規定により、提案理由の説明を省略いたし

ます。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、意見書案第４号国土強靱化に

資する社会資本整備等に関する意見書の件

を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、意見書案第４号国土強靱化

に資する社会資本整備等に関する意見書の

件は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 意見書案第５号 

○議長（髙橋秀樹君） 追加日程第２ 意

見書案第５号改正食料・農業・農村基本法

の実効性確保等に関する意見書の件を議題

といたします。 

 本件については、条例第６５条第３項の

規定により、提案理由の説明を省略いたし

ます。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、意見書案第５号改正食料・農

業・農村基本法の実効性確保等に関する意

見書の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、意見書案第５号改正食料・

農業・農村基本法の実効性確保等に関する

意見書の件は、原案のとおり可決されまし

た。 

 

◎ 議案第７４号 

○議長（髙橋秀樹君） 追加日程第３ 議

案第７４号令和６年度足寄町一般会計補正

予算（第４号）を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題とな

りました、議案第７４号令和６年度足寄町

一般会計補正予算（第４号）につきまし

て、提案理由を御説明申し上げます。 

 追加補正予算書１ページをお願いいたし

ます。 

 議案第７４号令和６年度足寄町一般会計

補正予算（第４号）について、御説明申し

上げます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２３８万７,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１０５億

７,２９８万９,０００円とするものでござ
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います。 

 歳出から御説明申し上げます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 第３款民生費第２項老人福祉費第６目高

齢者等複合施設運営費第１４節工事請負費

におきまして、高齢者等複合施設配管修繕

工事といたしまして２３８万７,０００円

を計上いたしました。 

 次に、歳入について申し上げます。 

 ６ページ上段になりますが、第１９款繰

入金第１項基金繰入金におきまして、財政

調整基金繰入金といたしまして、歳出と同

額の２３８万７,０００円を計上いたしま

した。 

 以上で、議案第７４号令和６年度足寄町

一般会計補正予算（第４号）の提案理由の

説明とさせていただきますので、御審議の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、議案第７４号令和６年度足寄

町一般会計補正予算（第４号）の件の質疑

を行います。 

 ６ページをお開きください。 

 歳入歳出一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第７４号令和６年度足寄

町一般会計補正予算（第４号）の件を採決

します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第７４号令和６年度足

寄町一般会計補正予算（第４号）の件は、

原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議員派遣の件 

○議長（髙橋秀樹君） 追加日程第４ 議

員派遣の件を議題といたします。 

 本件について、お手元に配付のとおり議

員を派遣したいと思いますが、これに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議ないものと認

めます。 

 したがって、議員派遣の件は原案のとお

り決定いたしました。 

 

◎ 所管事務調査期限の延期について 

○議長（髙橋秀樹君） 追加日程第５ 所

管事務調査期限の延期についての件を議題

とします。 

 総務産業常任委員会及び文教厚生常任委

員会に付託中の所管事務調査については、

調査が終わらないので同委員会から次期定

例会まで期限を延期したいとの要求があり

ました。 

 お諮りします。 

 委員会の要求のとおり、期限を延期する

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、総務産業常任委員会及び文

教厚生常任委員会に付託中の所管事務調査

について、調査の期限を委員会の要求のと

おり次期定例会まで延期することに決定い

たしました。 

 

◎ 閉会中継続調査申出書 
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○議長（髙橋秀樹君） 追加日程第６ 閉

会中の継続調査申出書の件を議題としま

す。 

 総務産業常任委員会、広報広聴常任委員

会及び議会運営委員会の委員長から、条例

第１３６条の規定によってお手元に配付い

たしましたとおり、閉会中の継続調査の申

出があります。 

 お諮りします。 

 委員長の申出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、委員長の申出のとおり、閉

会中の継続調査とすることに決定いたしま

した。 

 

◎ 閉会宣告 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、本

日の日程は全部終了いたしました。 

 これで、本日の会議を閉じます。 

 令和６年第３回足寄町議会定例会を閉会

いたします。 

午前１１時４１分 閉会 
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